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約款 普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 

特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を

定めたものです。 

補償の対象者等 保険契約者 当社に保険契約の申込みをされる個人の方で、かつ、契約手続に使用するスマートフォンの契

約者であり、保険料の支払義務を負う方をいいます。 

なお、お申込時点で満１８才以上の方に限ります。 

被保険者 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 

保険金 保険金 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社

がお支払いすべき金銭をいいます。 

保険金額 保険金額 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額

（または限度額）をいいます。 

免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 

保険料 保険料 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 

その他 危険 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。 

配偶者 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 

他の保険契約

等 

この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約

をいいます。具体的には２４時間単位型総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、積立保

険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 

免責期間 支払いの対象とならない期間をいい、保険証券記載の期間または日数をいいます。 

 

 

1DAYレジャー保険（２４時間単位型総合生活補償保険）を 
ご契約いただくお客さまへ 

重要事項のご説明 

2018年 4月 2日以降始期契約用 

この書面では、１DAYレジャー保険（２４時間単位型総合生活補償保険）に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起

情報」等）についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。 

契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 

保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。 

用語のご説明 
「ご契約のしおり（約款）」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。 

保険期間、始期日時、満期日時、治療、入院 

ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定ま

ります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているもの

ではありません。詳細については「ご契約のしおり（約款）」等でご確認く

ださい。「ご契約のしおり（約款）」は、必要に応じて当社ホームページ

（https://www.ms-ins.com）または１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイ

トをご覧ください。（注）     （注）書面の「ご契約のしおり（約款）」はありません。 

  

 

このマークに記載の事項は、「ご契約のしお

り（約款）」の第１部に記載されています。 

ご不明な点については、取扱代理店または三井住友海上インターネットデスク（⑧ページ）までお問い合わせください。 

注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 

１ 

この書面は、当社ホームページおよび１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイトに掲載しています。 

１DAY レジャー保険（スマートフォン手続用） 

※１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイトにおける契約手続完了は、この書面の受領確認を兼ねています。 

ご契約後、書面の保険証券はお届けしませんのでご注意ください。保険期間や補償内容等のご契約内容（保険証券に 

記載の内容）は、１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイトでご覧いただけます。 

契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 

注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 



 

 

 

この「重要事項のご説明」では、１ＤＡＹレジャー保険（２４時間単位型総合生活補償保険）について説明しています。 

この保険は、被保険者が日本国内における事故により、ケガをされた場合や費用を負担することによって損害を被った場合に

保険金をお支払いします。 

ご契約プランおよびセットされる特約は次の①②のとおりです。これらのプラン以外の方法で契約することはできません。 

①各プランの概要 

プラン ひとりひとり 

手厚くプラン 

みんなまとめて安心プラン 

みんなまとめて ゴルフコンペの幹事さん向け 

概要 被保険者１名で加入 

するプランです。 

レジャー（行事）の幹事（主催者）が保険契

約者となり、同じレジャー（行事）に参加する

方２～６名をまとめて契約するプランです。 

ゴルフコンペの幹事（主催者）が保険契約

者となり、ゴルフコンペ参加者全員（７～ 

９９名（注））をまとめて契約するプランです。 

（注）プロゴルファーまたはゴルフインストラクター（指導を職業としている方）が参加者に含まれる場合は、その方を除いた人数をいいます。 

 

②各プランの補償内容 

 
基本となる補償・特約（注１） 

ひとりひとり手厚くプラン みんなまとめて安心プラン 

 
ゴルフ向け以外（注２） ゴルフ向け みんな 

まとめて 

ゴルフコンペの

幹事さん向け 
 

ベーシック プレミアム ベーシック プレミアム 

おケガの補償 

傷害死亡保険金支払特約 ○ ○ ○ ○ ○ × 

傷害入院時一時保険金支払特約 ○ ○ ○ ○ ○ × 

骨折時一時保険金支払特約 ○ ○ × × ○ × 

相手への賠償 
日常生活賠償(被保険者限定型）特約 ○ ○ ○ ○ ○ × 

ゴルフ場における賠償責任補償特約 × × × × × ○ 

その他の補償 救援者費用等補償特約 ○ ○ × × ○ × 

ゴルフの補償 

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 × × ○ ○ × × 

コンペにおけるホールインワン・アルバトロス

達成祝品贈呈費用特約 
× × × × × ○ 

ゴルフ用品補償特約 × × × ○ × × 

（注１）すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」、「通信販売特約」、「書面省略（変更届出書）特約」および「保険料携

帯電話料金合算払特約」がセットされます。また、ゴルフコンペの幹事さん向けの場合は、「準記名式契約特約」がセットされます。 

（注２）レジャー全般／スキー・スノボ向け／ハイキング・軽登山向けの３種類 

 

各プランにおける被保険者の範囲は、以下のとおりです｡ 

プラン ひとりひとり手厚くプラン 
みんなまとめて安心プラン 

みんなまとめて ゴルフコンペの幹事さん向け 

被保険者

の範囲 

契約手続画面で補償を受

けられる方（被保険者）とし

て登録した方（注１）（注２） 

契約手続画面で補償を受けられる方

（被保険者）として登録した方（注１）（注２）。

２～６名まで登録可能です。 

保険契約者が参加するゴルフコンペ

の参加者全員。ただし、プロゴルファ

ーまたはゴルフインストラクター（指導

を職業としている方）を除きます。 

（注１）始期日時における年令が満６９才以下の方に限ります。（１度のお申込みで複数回分のご契約をまとめて申し込む場合は、初日の始期

日時における年令をいいます。） 

（注２）特約により被保険者の範囲が異なっているものがあります。詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。 

 

 

 の事項については、「ご契約のしおり（約款）」の第１部をご確認ください。 

［水色の文字］の用語については、①ページの用語のご説明をご確認ください。 

     契約締結前におけるご確認事項 

 

 

 

１ 

（１）商品の仕組み 契約概要 

２ 



 

 

① 通信環境 

電波の安定した場所にて契約手続を行ってください。通信状況により契約手続完了前に接続が切れてしまった場合は、契

約手続が有効に成立していません。最初から契約手続をやり直してください。 

 

② パケット通信料 

契約手続を行う際に発生するパケット通信料はお客さまのご負担となります。 

 

③ 通信トラブル時等の取扱代理店および当社の責任 

保険契約者、取扱代理店および当社の責によらない通信手段・端末障害等により、インターネットでのお申込みが遅延また

は不能となったためにお客さまに生じた損害につきましては、取扱代理店および当社は責任を負いません。また、通信経路

での盗聴等により、保険契約情報等が漏えいしたためにお客さまに生じた損害につきましても、取扱代理店および当社は責

任を負いません。その他については日本国内の法令によります。 

 

④ システムメンテナンス 

毎週月曜日午前２時～午前４時はシステムメンテナンスを行います。このため、この期間は契約手続や契約取消手続等を

行うことができません。 

 

 

 
①基本となる補償（ケガの補償） 
保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。 

詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。 

※みんなまとめて安心プランの「ゴルフコンペの幹事さん向け」にはケガの補償はありません。ひとりひとり手厚くプランの「ゴルフ向け」には骨折

時一時保険金の補償はありません。 

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合 

傷害死亡保険金 

 

事故の発生の日からその日を含めて 

１８０日以内に死亡した場合に、傷害

死亡保険金額の全額をお支払いしま

す。 

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故

意または重大な過失によるケガ 

●自殺行為によるケガ 

●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ 

●妊娠、出産、早産または流産によるケガ 

●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 

●無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中

のケガ 

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ 

●入浴中の溺水（ただし、当社が保険金を支払うべきケガによ

って生じた場合には、保険金をお支払いします。） 

●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）によって生じた肺炎 

●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライ

ダー搭乗などの危険な運動中のケガ 

●自動車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な

職業に従事中のケガ 

など 

傷害入院時一時 

保険金 

 

 

 

 

 

事故のため入院し、その入院が免責期

間（４日）を超えて継続した場合に、傷

害入院時一時保険金額の全額をお支

払いします。ただし、上記期間には、事

故の発生の日からその日を含めて１８０

日を経過した後の期間は含みません。

また、１事故に基づく入院につき１回を

限度とします。 

骨折時一時 

保険金 

 

事故により骨折した場合に、骨折時一

時保険金額の全額をお支払いします。

ただし、保険期間を通じ１回に限りま

す。 

 
 
 
 
 
 

（２）通信に関する事項 

（３）基本となる補償等 

契約概要 注意喚起情報  

３ 

契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 

注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 



②主な特約の概要 

契約時に選択されたプランによって、セットされる特約が変わります。 

救援者費用等補償特約 救援対象者（普通保険約款における被保険者）が次のａ．～ｃ．のいずれかに該当したことにより、

被保険者（注１）が親族（注２）のかけつけ費用等を負担した場合に、社会通念上妥当な部分を、その費

用の負担者にお支払いします。 

ａ．救援対象者が搭乗している航空機・船舶の行方不明または遭難した場合 

ｂ．事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的

機関により確認された場合 

ｃ．外出中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて１８０日以内に死亡または続けて１４

日以上入院した場合 

（注１）この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族（注２）をいいます。 

（注２）６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族をいいます。 

日常生活賠償（被保険

者限定型）特約 

次の事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任

を負った場合に、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および訴訟費用等

をお支払いします。 

ａ．被保険者の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 

ｂ．被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 

※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。 

 

③保険金額の設定 

●保険金額の設定にあたっては、次のａ．ｂ．にご注意ください。 

ａ．保険金額は、あらかじめ決まっています。お客さまが実際に契約する保険金額については、１ＤＡＹレジャー保険専用手続

サイト、普通保険約款・特約等でご確認ください。 

ｂ．保険金額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、傷害死亡保険金額は、

保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、１，０００万円が上限

となります。 

 

④免責金額 

「１ＤＡＹレジャー保険」では次の免責金額（自己負担額）が設定されます。 

●ゴルフ用品補償特約：３千円 

 

⑤保険期間および補償の開始・終了時期  

１回分のご契約における保険期間等は次のとおりです。なお、連続して補償が必要な場合は、１度のお申込みで７回分のご契約

をまとめてお申込みいただくことができます。ただし、みんなまとめて安心プランの「ゴルフコンペの幹事さん向け」を除きます。 

●保険期間  ： ２４時間 

●補償の開始：保険証券および１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイトに表示された日時（始期日時）。なお、補償の開始を契約

手続完了時刻とする場合は「契約手続完了時刻」、補償の開始を契約手続完了時刻より後とする場合は「保険

契約者が指定する日時（１０分単位）」が補償の開始日時となります。 

●補償の終了：補償の開始時刻から２４時間経過後以降の最初の整数時（満期日時）（注） 

（注）契約手続後に「契約手続完了メール」でお知らせする満期日時を必ずご確認ください。 

※時刻は日本時間表示となります。 

  

【例】契約手続を２０１８年５月１日 １０時１５分３０秒に完了した場合 

＜ケース①＞補償の開始を契約手続完了時刻とするとき 

＜ケース②＞補償の開始を契約手続完了時刻より後（２０１８年５月１日１１時２０分）とするとき 

 ケース① ケース② 

補償の開始時刻 ２０１８年５月１日 １０時１５分３０秒 ２０１８年５月１日 １１時２０分００秒 

補償の終了時刻 ２０１８年５月２日 １１時００分００秒 ２０１８年５月２日 １２時００分００秒 

 

 

日常生活賠償（被保険者限定型）特約など、補償内容が同様の保険契約が他にある場合は、補償が重複することがあります

のでご注意ください。詳細は⑦ページのその他ご留意いただきたいこと（１）特約の補償重複をご確認ください。 

契約概要 

契約概要 

契約概要 注意喚起情報 

の事項については、「ご契約のしおり（約款）」の第１部をご確認ください。 

［水色の文字］の用語については、①ページの用語のご説明をご確認ください。 
４ 



 
 
①保険料決定の仕組み 

保険料は、ご契約プランおよび被保険者の人数等から決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、１ＤＡＹレジ

ャー保険専用手続サイトでご確認ください。被保険者１名ごとの保険料（ご契約１回分）は下表のとおりです。 

ご契約プラン 
ひとりひとり手厚くプラン みんなまとめて安心プラン 

ベーシック プレミアム みんなまとめて ゴルフコンペの幹事さん向け 

保険料 ５００円 ７００円 ３００円 ３００円 

 

②保険料の払込方法 

ご契約の保険料は、携帯電話料金合算払（注）にてお支払いいただきます。（現金により払い込むことはできません。）ご利用の携

帯電話会社ごとの払込方法は次のとおりです。 

ご利用の携帯電話会社 払込方法 

NTT ドコモ 「ドコモ払い」を利用して月々の携帯電話料金とあわせてお支払いいただきます。 

※「ドコモ払い」のご利用状況や、システムメンテナンス中等の理由により、「１ＤＡＹレジャー保

険」をお申込みいただけない場合があります。「ドコモ払い」の詳細につきましては株式会社

NTT ドコモへお問い合わせください。 

ａｕ 

（UQ mobile を含みます） 

「ａｕかんたん決済」を利用して月々の携帯電話料金とあわせてお支払いいただきます。 

※１ 「ａｕかんたん決済」のご利用状況や、システムメンテナンス中等の理由により、「１ＤＡＹレ

ジャー保険」をお申込みいただけない場合があります。「ａｕかんたん決済」の詳細につきま

しては KDDI株式会社へお問い合わせください。 

※２ ご利用の携帯電話会社が UQ mobileの場合で「ａｕかんたん決済」を利用するには所定の

お手続きが必要です。詳細につきましては UQ コミュニケーションズ株式会社にお問い合わ

せください。 

ソフトバンク 

（Y! mobile を含みます） 

「ソフトバンクまとめて支払い」・「ワイモバイルまとめて支払い」を利用して月々の携帯電話料金と

あわせてお支払いいただきます。 

※「ソフトバンクまとめて支払い」・「ワイモバイルまとめて支払い」のご利用状況や、システムメン

テナンス中等の理由により、「１ＤＡＹレジャー保険」をお申込みいただけない場合があります。

詳細につきましてはソフトバンク株式会社へお問い合わせください。 

（注）携帯電話端末を通じて役務を提供する事業者の代金について、携帯電話会社が、携帯電話の契約者から携帯電話の利用料金とあわせ

て請求する決済サービスをいいます。 

 

③保険料の払込猶予期間等の取扱い 

当社は、契約締結の前に、ご利用の携帯電話会社へ携帯電話料金合算払の有効性および利用限度額内であること等の確認

を行います。 

この確認をもって、当社は保険料の払込みがあったものとみなすため、保険料の払込猶予期間はありません。 

 

 

 

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

 

 

 

 

 

 

（４）保険料の決定の仕組みと払込方法等 

契約概要 

契約概要 

（５）満期返れい金・契約者配当金 

注意喚起情報 

契約概要 

５ 

契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 

注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 



 

 

 

 

 

保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項に

ついて、事実を正確に知らせる義務のことです。 

告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイトのうち、［告知

事項］と記載されている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない

ことがあります。１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイトへの入力内容を必ずご確認ください。 

【告知事項】 同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報 

 

 

「１ＤＡＹレジャー保険」は保険期間が１年を超えるご契約ではないため、ご契約のお申込み後に、申込みの撤回または契約の解

除（クーリングオフ）を行うことはできません。 

 

 

被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。 

死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。 

 

 

 

 

 

 

通知義務（注１）はありません。ただし、次の事実が発生する場合には、ご契約を取り消し、新たにご契約いただく必要があります。契

約取消手続は補償の開始日時（始期日時）の１０分前までに保険契約者のスマートフォンで行ってください。（注２） 

①ご契約の住所を変更するとき。 

②被保険者を変更するとき。 

③被保険者の人数を変更するとき。 

④補償の開始日時（始期日時）を変更するとき。 

⑤ご契約プランを変更するとき。 

⑥①から⑤までのほか、契約条件を変更するとき。 

（注１）通知義務とは、保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する

書面等において定めたものに関する事実に限ります。）が発生した場合に、遅滞なく、その旨を当社に通知する義務のことです。 

（注２）毎週月曜日午前２時～午前４時は、システムメンテナンスのために契約取消手続等ができません。 

 

 

補償の開始日時（始期日時）以降に解約した場合、解約返れい金はありません。 

ご契約を取り消すときは、補償の開始日時（始期日時）の１０分前までに保険契約者のスマートフォンで契約取消手続を行ってくだ

さい。（注）取り消した契約の保険料は、原則として携帯電話料金に合算して返金します。 

（注）毎週月曜日午前２時～午前４時は、システムメンテナンスのために契約取消手続等ができません。 

 

 

被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。

この場合、保険契約者は解約しなければなりません。 

被保険者による保険契約の解約請求 

  失効について 

 

 

     契約締結時におけるご注意事項 ２ 

（１）告知義務 （１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイトの告知事項入力上の注意事項） 注意喚起情報 

（２）クーリングオフ （ご契約申込みの撤回等）   

（３）死亡保険金受取人 

     契約締結後におけるご注意事項 ３ 

（１）通知義務等 

（２）解約と解約返れい金    

（３）被保険者からの解約    

注意喚起情報 

注意喚起情報 

注意喚起情報 

契約概要 注意喚起情報 

注意喚起情報 

の事項については、「ご契約のしおり（約款）」の第１部をご確認ください。 

［水色の文字］の用語については、①ページの用語のご説明をご確認ください。 
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（１）特約の補償重複 

次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保

険契約（１ＤＡＹレジャー保険以外の保険契約にセットされる

特約や当社以外の保険契約を含みます。）が他にある場合、

補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの

保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約

からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差

異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただ

いたうえで、ご契約ください。（注） 

（注）１契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、状

況の変化により被保険者が補償の対象外となったときなどは、

特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。 

＜補償が重複する可能性のある主な特約＞ 

 今回ご契約いただく補償 
補償の重複が生じる他の 

保険契約の例 

① 

１ＤＡＹレジャー保険の 

日常生活賠償（被保険者

限定型）特約 

自動車保険の 

日常生活賠償特約 

② 

１ＤＡＹレジャー保険の 

ゴルフ場における賠償責

任補償特約 

自動車保険の 

日常生活賠償特約 

③ 

1DAY レジャー保険の 

ホールインワン・アルバトロ

ス費用補償特約 

ゴルファー保険の 

ホールインワン・アルバトロ

ス費用補償特約 

④ 

１ＤＡＹレジャー保険 

のコンペにおけるホールイ

ンワン・アルバトロス達成

祝品贈呈費用特約 

他の１ＤＡＹレジャー保険

のコンペにおけるホールイ

ンワン・アルバトロス達成

祝品贈呈費用特約 

⑤ 
１ＤＡＹレジャー保険の 

ゴルフ用品補償特約 

ゴルファー保険の 

ゴルフ用品補償特約 

 

（２）取扱代理店の権限 

取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締

結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務

等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお

申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約さ

れたものとなります。 

 

（３）保険会社破綻時の取扱い 

損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護

する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入

しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象

であり、損害保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返れ

い金等は８０％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した

事故および破綻後３か月間に発生した事故による保険金は 

１００％補償されます。 

 

 

 

 

（４）個人情報の取扱いについて 

この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の

審査および履行のために利用するほか、当社およびＭＳ＆ 

ＡＤインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にある

ものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案

内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため

に利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内の

ために利用することがあります。 

 

①当社およびグル

ープ会社の商品・

サービス等の例 

損害保険・生命保険商品、投資信

託・ローン等の金融商品、リスクマ

ネジメントサービス 

②提携先等の商

品・サービスのご

案内の例 

自動車購入・車検の斡旋 

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがありま

す。 

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を

含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の

確保その他必要と認められる範囲に限定します。 

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に

必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険

仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先

等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがありま

す。 

○契約等の情報交換について 

当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契

約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般

社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、

損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することが

あります。 

○再保険について 

当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の

締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等

のために、再保険引受会社等（海外にあるものを含む）に提

供することがあります。 

当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内

容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等について

は、当社ホームページ（https://www.ms-ins.com）をご覧く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他ご留意いただきたいこと 

注意喚起情報 

注意喚起情報 

 

７ 

注意喚起情報 

 

注意喚起情報 

 

契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 

注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項 



 

（５）重大事由による解除 

次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払い

できないことがあります。 

① 当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じ

させ、または生じさせようとしたこと。 

② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこ

と。 

③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認め

られたこと。 

④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が

著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたら

されるおそれがあること。 

⑤ 上記のほか、①～④と同程度に当社の信頼を損ない、保

険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）電話での加入手続について 

お電話によるお申込みはできません。保険契約者のスマート

フォンで１ＤＡＹレジャー保険専用手続サイトを経由してお申

込みください。 

 

（７）事故が起こった場合 

事故が起こった時は、三井住友海上事故受付センター（「１Ｄ

ＡＹレジャー保険」専用）にご連絡ください。賠償事故の場合、

示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行うときは、

保険金請求書など、普通保険約款・特約に定める書類のほ

か、「ご契約のしおり（約款）」の「保険金の請求時にご提出い

ただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場合がありま

す。 

事故が起こった場合の手続き（当社へのご連絡等、保険金

の請求時にご提出いただく書類）、代理請求人制度 

 

 

 

 

 

 

 

Ｚ 

 
＜指定紛争解決機関＞ 
 
当社は、保険業法に基づく金融庁の指定を受けた指定紛争

解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実

施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決でき

ない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談

いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 
 
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター 

０５７０－０２２－８０８（ナビダイヤル（有料）） 

【受付時間】平日 9:15～17:00 

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページ

をご覧ください。（http://www.sonpo.or.jp/） 
 

＜保険に関する相談・苦情・お問い合わせは＞ 
 

三井住友海上インターネットデスク              

（「１ＤＡＹレジャー保険」専用） 0120-92-2367（無料） 
 
【受付時間】9:00～17:00 

（年末・年始は休業させていただきます。） 

＜万一、事故が起こった場合は＞ 
 
事故受付センターまでご連絡ください。 
 
24時間 365日事故受付サービス 

三井住友海上事故受付センター（「１ＤＡＹレジャー保険」専用）

0120-365-456（無料） 

 

８ 

注意喚起情報 

 

71182-1/2018.10/A3F18/A（修） 


